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いて通達を出しました。一般向けの資料も公表されています（一般社団法人全国銀

行協会HP「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資

料」）。

前記の方法の他に、財産管理人名義の預かり口座を開設して預かるという方法

があり、この方法によれば財産管理人の届出印のみで引き出しをすることができ

ます。

２ 身元保証人について

病院に入院することとなったときは、多くの病院は身元保証人を要求します（身元

保証に関する詳細は第３章第２「〇身元保証人がいないと施設入所や入院はできない

のか」）。その理由は主に入院中の医療費の支払を確実にすると共に、急性期治療が終

了した後は速やかに退院してもらい入院の長期化を防止するためです。特に高齢者の

場合、入院中に判断能力や身体能力が低下してしまい、もう在宅生活は難しいという

状態になってしまったときに、入所する介護施設を急いで探して退院・施設入所の手

続をしなくてはならず、そのためにも身元保証人が要求されています。

病院は、患者が身元保証人を用意することができないことを理由に入院を拒否する

ことはできません（医師19①、平30・４・27医政医発0427第２）。患者に身元保証人がいない

ときは、最終的には病院のソーシャルワーカーが問題解決に向けて支援してくれるこ

とが多いです。しかし、入院中の医療費の支払等の問題にあらかじめ備えて財産管理

等委任契約を作成しておけば、患者だけでなく病院にとっても安心で、身元保証人を

要求されないことが多いです。

●財産管理人が本人の身元引受人になることの可否

財産管理人が本人の入院中にすべきことは本人の財産の中から入院中の医療費を支払

うことであって、本人のために保証人になることではありません。仮に財産管理人が本

人のために保証人として本人のために医療費を支払った場合、財産管理人は本人に対し

て求償権を行使することとなり、本人と利益相反関係が生じてしまいます。したがって、

財産管理人は本人の身元引受人になることはできません。

３ 入院時・入院中の委任事項で注意すべきこと

⑴ 入院時すぐ駆け付けられなくとも問題はない

例えば、委任者が救急搬送されたときにすぐ病院に駆け付けてほしいと要望さ
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書 式

〇株式譲渡契約書（株券発行会社の譲渡制限株式の場合） DL

株式譲渡契約書

譲渡人〇〇〇〇（以下、「甲」という。）と譲受人〇〇〇〇（以下、「乙」という。）は、

普通株式の譲渡について、次のとおり契約を締結した。

第１条 甲は、下記株式（以下、「本件株式」という。）を、金〇〇円にて乙に譲渡する。

記

譲渡株式 株式会社〇〇〇〇

代表者 〇〇〇〇

株数 〇〇株

第２条 乙は甲に対し、令和〇〇年〇〇月〇〇日限り、本件株式の株券の引渡しを受け

るのと引換えに譲渡代金金〇〇円を支払う。

第３条 甲は、譲渡日までに本件株式の譲渡につき株式会社〇〇〇〇の取締役会の承認

を得るものとする。

第４条 甲は、本契約書に、株式譲渡を承認するとの取締役会議事録と株式評価関係書

類を添付し、乙に引き渡すものとする。

上記契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙がその１通ずつを所持する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号

譲渡人（甲） 〇 〇 〇 〇 ㊞

東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号

譲受人（乙） 〇 〇 〇 〇 ㊞

�作成のポイント�

① 譲渡代金額を決定し、株券発行会社の場合には株券交付と引換えとします。

② 会社の承認が得られる見通しが無い場合には、会社あるいは会社の指定する買取人によ

る買取りになるので、その場合には会社に対し、譲渡承認と共に指定買取人による買取り

を請求することとなります。
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Case 株式を譲渡したいが、株券が見当たらない場合

Ｂから、株式を売ってほしいと言われ、代金額も決まりましたが、いつ

のまにか、株券が見当たりません。ひょっとしたら、紛失したのかもしれ

ません。

紛失していたら、どうすればよいでしょうか。

ポイント

□ 当該会社は株券発行会社かどうか、株券不所持制度を利用していないかを

確認します。

□ 株券発行会社であれば、株券の発行を請求します。

□ 株券を紛失していた場合には、株券喪失登録を請求します。

解 説

１ 株券発行会社が株券を発行していない場合

相談者の所有する株式が、株券不発行会社の株式であれば、株券が見当たらないの

は当然のことです。この場合は、株式譲渡は当事者の意思表示のみで有効に成立する

ので、そのまま株式譲渡契約を締結することで足ります。

株券発行会社の場合については、株券の交付が株式譲渡の有効要件ですので株券が

必要です。以下、株券が見当たらないことについての場合を分けて説明します。

２ 株主から株券発行の請求がない場合

株券発行会社であれば、株券を発行しているはずではあるものの、「株主から請求が

ある時までは」「株券を発行しないことができる」（会社215④）ため株券を発行していな

い場合があります。

この場合は、株主は会社に対し株券の発行を請求できます。

会社との間で株券不発行の合意があったとしても、株主は株券発行を求めることが

できるとされています（最判昭63・３・４金法1195・41）。株式譲渡には株券交付が必要で
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〇葬儀関係の死後事務を委任したい

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｑ
自分の信仰する宗教・宗派（寺院）での葬儀・埋葬を行ってほし

いと思っていますが、死後事務委任契約で定めることはできますか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ａ
葬儀とは、故人の死を弔うための宗教的儀式全体をいいます。葬

儀・埋葬に関する事項は、依頼者が求める中心的な死後事務の１つ

といえます。

そこで、依頼者が、特定の葬儀・埋葬を強く希望する場合には、

これを死後事務とする死後事務委任契約を締結することで、受任者

に対し、契約内容に従い履行する債務を発生させることができます。

ここに注意！

□ 葬儀・埋葬の定義

□ 葬儀・埋葬をする相続人がいない場合

□ 葬儀・埋葬に関する死後事務委任契約を締結する必要性

解 説

１ 葬儀・埋葬の定義

葬儀とは、亡くなった人を葬るための儀式をいいます。類似するものとして、告別

式は、故人と最後のお別れをする式典のことをいいます。葬儀は宗教色が強い儀式に

なりますが、告別式は宗教儀式にあまりとらわれることなく、一般会葬者を含めて故

人とお別れをする式典となります。

これに対し、埋葬とは、「死体（妊娠４か月以上の死胎を含む。）を土中に葬ること」

（土葬）とされていますが（墓地２①）、一般的には、火葬後の焼骨を墳墓に埋蔵又は納

骨堂へ収蔵することも含めた意味と考えられています。これ以外にも、自然葬（海洋

散骨、樹木葬など）があります。

第６章 死後の事務をめぐる相談
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〇老後に備えて、株式を整理したい
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｑ

私は、株式投資もしていますし、親戚が経営している株式会社の
株式も所有しています。老後に備えて資産を整理していますが、ど
ちらの株券も手元にありません。株式の処分に際して問題ないでし
ょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ａ

株式投資の対象である金融商品取引所において上場されている株
式とそれ以外の株式では、規律する法律も異なり、管理方法も異な
ります。上場株式であれば、株券はありません。それ以外の会社の
株式も株券が発行されていない場合があります。それぞれの株式に
ついて、まずは、現状を確認しておきましょう。

ここに注意！

□ 上場株式とそれ以外の株式では管理方法も譲渡の方法も異なる
□ 現行会社法では株券不発行が原則
□ 中小会社では、株式譲渡制限を定めている場合が多い

解 説
１ 株式とは
株式会社は、営利事業を行い、その利益を出資者である株主に分配することを目的
としています。株式は、株式会社の出資者である株主の地位であり、均一の割合的単
位といわれ、１つ１つの株式の内容は、原則として、どの株式も同じです（種類株式
を除きます。）。
株主は、会社に対し、剰余金配当請求権や残余財産分配請求権などの経済的利益を
受ける権利（「自益権」といいます。）を有すると同時に、株主総会における議決権な
ど会社の経営に参与することを目的とする権利（「共益権」といいます。）も有してい
ます（会社105①）。
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２ 株券不発行の原則
株式会社は、株式を表象する有価証券である株券を発行するものとされていました
が、平成16年の商法改正において、株券不発行制度が導入され、さらに平成21年には、
上場株式については全て電子化され、株券は発行されないこととなりました。上場株
式以外も、現行会社法では、株券は発行されないのが原則とされています。
⑴ 上場株式

上場株式とは、証券取引所に登録されて取引所で売買される株式で、証券取引
所によりその資格を与えてもらうことが必要です。そのための上場の条件があり
ます。その条件には、株式や株主数、利益の額などの数値で形式的に定められた
基準（形式基準）がありますが、それのみでなく、企業として情報を適切に発信
できるか、公正・忠実な事業運営を行っているかなどの実質基準も定められてい
ます。
上場された企業の株式の株券は全て電子化されていますので、株券はありませ
ん。ですので、相談者の手元に株券がないのは当然のことです。
⑵ 上場株式以外

それ以外の株式会社についても、現行会社法では、株券を発行しない事が原則
となっています。定款で株券を発行する旨の定めをした場合に限り、株券を発行
することができます（会社214）。ただし、本来なら株券を発行すべきですが、実際
には、株券は発行されていない会社も、ままあります。
また、株券不所持制度もあります（会社217）。相談者の株式が株券不発行会社の
株式であるか、株券発行会社の株式であるが株券不所持制度を利用しているので
あれば、株券が手元にないのは当然のこととなります。株券発行会社の株式であ
るが、株券が手元にないのであれば、紛失しているのかもしれません。
株券発行会社については、その旨が登記事項とされています（会社911③十）。株
券発行会社であるか否かは、同会社の商業登記簿謄本に記載されていますので、
登記で確認することもできます。そして、実際に株券が発行されているか否かな
ど、現状を把握することが、必要です。

●株券不所持制度
株券発行会社においても、株主は、株券不所持の申出をすることができます（会社217

①）。株主から申出があれば、会社は、これを株主名簿に記入し、既に株券が発行されて
いる場合は当該株券は無効となります（会社217③⑤）。その後、株主は、改めて株券発行
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を会社に請求できますが、一旦株券が発行された後に株券不所持とした場合には、その
費用は負担することが必要です（会社217⑥）。

３ 株式譲渡の方法
株主は、株式を購入することにより株式会社に出資しているわけですが、この出資
した投下資本を回収する唯一の手段が株式譲渡です。そのため、株式譲渡は原則とし
て自由とされています。
⑴ 上場株式の場合
株式譲渡自由の原則が妥当し、自由に売却でき、そのための市場が整備されて
います。
平成21年１月５日以降、株主の権利（株主総会での議決権行使、配当金の受け
取り等）は、株式会社証券保管振替機構（ほふり）と証券会社などの金融機関の
口座で電子的に管理されています。
上場株式の売却は、口座のある証券会社等を通じて売却します。売却の結果、
株主が変更となったことは、ほふりが株券発行会社に通知することとなっていま
す。

●株式を管理している証券会社等が不明の場合
上場株式は全て証券会社などの金融機関により管理されていますが、相談者の保有す
る上場株式が、相続により取得したものであった場合などには、当該株式を管理してい
る証券会社等が不明である場合もあり得ます。この場合には、株式会社証券保管振替機
構（ほふり）に対し、開示請求をして証券会社等を調査することができます。ただし、
株数等の保有状況や取扱支店などは開示請求で明らかになった証券会社等に問い合わせ
る必要があります。

⑵ 上場株式以外の株式の譲渡～株券が発行されている場合
株券発行会社の株式を譲渡する場合には、株式譲渡契約を締結の上、株券を交
付することが必要です（会社128①）。株券の交付が無ければ、株式譲渡は無効なの
です。
また、中小会社の場合、株式譲渡につき取締役会あるいは株主総会の承認など、
会社の承認を要すると定めている場合が多くあります。譲渡制限株式といいま
す。譲渡制限には、定款の定めが必要です（会社107②一・108②四）。中小会社の多
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くは、株主間に人的つながりがあり、つながりが無い他人が株主となることを避
けたいことから、株式譲渡に会社の承認を必要との定めをしています。また、特
例有限会社（有限会社法が廃止された際に有限会社であった会社）は、現行会社
法の下では株式会社の一類型ですが、全ての株式が譲渡制限株式とみなされてい
ます（会社法整備法９①）。
株式譲渡がなされて、会社に承認要求がなされると、会社は原則２週間以内に
その譲渡を承認するか否かを決定し、通知する必要があります。期限までに通知
がなければ、株式譲渡の承認決定をしたものとされます（会社139・145）。
会社が承認しなかった場合には、株式を会社又は指定買取人（会社が指定する
買取人）が買取るように請求できます（会社140）。この場合の買取価格は、会社又
は指定買取人との協議により定められますが、協議が整わない場合には裁判所が
決定します（会社144）。なお、会社が買取るには会社の剰余金の分配可能額の範囲
内であることが必要です（会社461①一）。そのため、その財源が無ければ会社が買
取ることはできず、指定買取人による買取りとなります。
⑶ 株券が発行されていない場合

株券が発行されていなければ、株式譲渡契約は、当事者の合意のみで効力を生
じます。当該株式が、譲渡制限株式であれば、会社の承認が必要となることは前
記⑵と同じです。

４ Ｍ＆Ａの手段としての株式譲渡
中小会社の株式譲渡については、当該譲渡により、経営権に変更が生じ、経営者の
交代を伴う場合があります。Ｍ＆Ａの手段として株式譲渡が行われる場合も多くあり
ます。
相談者の所有する株式の保有割合が多い場合など、会社全体に大きな影響を与える
場合もあるので、会社の現状も確認した上で、譲渡先を検討する必要があります。
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書 式
〇株式譲渡契約書（株券発行会社の譲渡制限株式の場合） DL

株式譲渡契約書

譲渡人〇〇〇〇（以下、「甲」という。）と譲受人〇〇〇〇（以下、「乙」という。）は、
普通株式の譲渡について、次のとおり契約を締結した。
第１条 甲は、下記株式（以下、「本件株式」という。）を、金〇〇円にて乙に譲渡する。

記
譲渡株式 株式会社〇〇〇〇
代表者 〇〇〇〇
株数 〇〇株

第２条 乙は甲に対し、令和〇〇年〇〇月〇〇日限り、本件株式の株券の引渡しを受け
るのと引換えに譲渡代金金〇〇円を支払う。
第３条 甲は、譲渡日までに本件株式の譲渡につき株式会社〇〇〇〇の取締役会の承認
を得るものとする。
第４条 甲は、本契約書に、株式譲渡を承認するとの取締役会議事録と株式評価関係書
類を添付し、乙に引き渡すものとする。

上記契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙がその１通ずつを所持する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日

東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号
譲渡人（甲） 〇 〇 〇 〇 ㊞

東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号
譲受人（乙） 〇 〇 〇 〇 ㊞

〈作成のポイント〉
① 譲渡代金額を決定し、株券発行会社の場合には株券交付と引換えとします。
② 会社の承認が得られる見通しが無い場合には、会社あるいは会社の指定する買取人によ
る買取りになるので、その場合には会社に対し、譲渡承認と共に指定買取人による買取り
を請求することとなります。
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Case 株式を譲渡したいが、株券が見当たらない場合

Ｂから、株式を売ってほしいと言われ、代金額も決まりましたが、いつ
のまにか、株券が見当たりません。ひょっとしたら、紛失したのかもしれ
ません。
紛失していたら、どうすればよいでしょうか。

ポイント
□ 当該会社は株券発行会社かどうか、株券不所持制度を利用していないかを
確認します。
□ 株券発行会社であれば、株券の発行を請求します。
□ 株券を紛失していた場合には、株券喪失登録を請求します。

解 説
１ 株券発行会社が株券を発行していない場合
相談者の所有する株式が、株券不発行会社の株式であれば、株券が見当たらないの
は当然のことです。この場合は、株式譲渡は当事者の意思表示のみで有効に成立する
ので、そのまま株式譲渡契約を締結することで足ります。
株券発行会社の場合については、株券の交付が株式譲渡の有効要件ですので株券が
必要です。以下、株券が見当たらないことについての場合を分けて説明します。

２ 株主から株券発行の請求がない場合
株券発行会社であれば、株券を発行しているはずではあるものの、「株主から請求が

ある時までは」「株券を発行しないことができる」（会社215④）ため株券を発行していな
い場合があります。
この場合は、株主は会社に対し株券の発行を請求できます。
会社との間で株券不発行の合意があったとしても、株主は株券発行を求めることが
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できるとされています（最判昭63・３・４金法1195・41）。株式譲渡には株券交付が必要で
あることから、株券が発行されないとすれば株式譲渡が不可能となってしまい、その
結果は、株式譲渡自由の原則に抵触することが理由とされています。

３ 株券不所持制度を利用していた場合
株主が、株券不所持を申し出ている場合（会社217①）も、株券は株主の手元には無い

ことになります。この場合は、株主は、いつでも株券の発行を請求できます（会社217
⑥）。そして、発行された株券を交付して、株式を譲渡します。
なお、一旦株券が発行された後で、株券不所持の申出をしていた場合には、新たな
株券の発行に要する費用は、当該株主が負担することとなります（会社217⑥）。

４ 株券を紛失した場合～株券喪失登録制度
株主が、発行された株券を紛失していた場合には、株券喪失登録制度があります。
紛失した株券を無効にして、新しい株券を再発行する手続です。
⑴ 株券喪失登録請求
株券を喪失した者は、株券発行会社に対し、株券喪失登録を請求します（会社

223）。その請求に対応し、会社は株券喪失登録簿に登録します。
この登録日の翌日から起算して１年を経過した日に株券は無効となり（会社228

①）、株券の再発行を受けることができます（会社②）。再発行を受けられれば、そ
の株券を交付して、売買をすることができます。
このように株券を紛失すると再発行までに１年はかかるということですので、
早めに対応することが必要です。今すぐに、株式譲渡を考えているわけではない
としても、株券を紛失していると分かった場合には、株券喪失登録請求をしてお
きましょう。
１年後に、株券が無効となって、株券の再発行を受けられるようになった際に
は、再度の紛失の虞を考えれば、あらためて株券不所持制度の利用も検討すると
良いでしょう。
⑵ 株券喪失登録抹消申請

相談者が紛失した株券について、所持している第三者がいる場合も考えられま
す。その場合、その第三者は、株券喪失登録抹消申請ができます（会社225①）。こ
の抹消申請がなされると、株券喪失登録者（つまり相談者です。）へ抹消申請がな
されたことが通知され、その後２週間経過すると、登録は抹消されてしまいます。
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株券自体は存在しているからです（会社225③④）。
この場合、株券を紛失したとして株券喪失登録をした株主は、株券所持者が任
意に株券を返還してくれない限り、当該株券が自分に属することの確認訴訟を提
起することが必要となります。
また、その第三者が、他者に株式を譲渡して、株券を交付してしまうと、譲受
人が株式を善意取得する可能性があります。「株券の占有者は、当該株券に係る
株式についての権利を適法に有するものと推定」されています（会社131①）。その
ため、「株券の交付を受けた者は」「悪意又は重大な過失」が無い限り、「当該株券
に係る株式についての権利を取得」します（善意取得）（会社131②）。それを防ぐた
め、占有移転禁止の仮処分を申請して、更なる第三者による株式の善意取得の機
会を阻止することも同時に必要です。
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〇葬儀関係の死後事務を委任したい
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｑ

自分の信仰する宗教・宗派（寺院）での葬儀・埋葬を行ってほし
いと思っていますが、死後事務委任契約で定めることはできますか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ａ

葬儀とは、故人の死を弔うための宗教的儀式全体をいいます。葬
儀・埋葬に関する事項は、依頼者が求める中心的な死後事務の１つ
といえます。
そこで、依頼者が、特定の葬儀・埋葬を強く希望する場合には、
これを死後事務とする死後事務委任契約を締結することで、受任者
に対し、契約内容に従い履行する債務を発生させることができます。

ここに注意！

□ 葬儀・埋葬の定義
□ 葬儀・埋葬をする相続人がいない場合
□ 葬儀・埋葬に関する死後事務委任契約を締結する必要性

解 説
１ 葬儀・埋葬の定義
葬儀とは、亡くなった人を葬るための儀式をいいます。類似するものとして、告別
式は、故人と最後のお別れをする式典のことをいいます。葬儀は宗教色が強い儀式に
なりますが、告別式は宗教儀式にあまりとらわれることなく、一般会葬者を含めて故
人とお別れをする式典となります。
これに対し、埋葬とは、「死体（妊娠４か月以上の死胎を含む。）を土中に葬ること」
（土葬）とされていますが（墓地２①）、一般的には、火葬後の焼骨を墳墓に埋蔵又は納
骨堂へ収蔵することも含めた意味と考えられています。これ以外にも、自然葬（海洋
散骨、樹木葬など）があります。
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２ 葬儀・埋葬をする相続人がいない場合
葬儀・埋葬に関する事項は、依頼者が求める中心的な死後事務の１つです。葬儀・
埋葬については、通常は相続人が行うことが多いですが、相続人が存在しない場合や
相続人と疎遠であったという場合もあり得ます。また、遺言で祭祀承継者を指定する
方法もありますが（前掲「〇死後の事務手続を頼みたい」参照）、祭祀承継者となった
者に対し葬儀・埋葬やその後の墓地管理・法事等の方法を強制することはできないた
め（法定遺言事項以外の付言事項）、依頼者の希望どおりの葬儀・埋葬がなされない可
能性もあります。さらに、遺言の場合は、死亡してからしばらくの期間が経過したあ
とに発見されることもあるため、発見された時点では遺言の付言事項の記載内容とは
異なる方法で葬儀・埋葬が既に執り行われているという状況が生じてしまうこともあ
ります。
そのため、依頼者が、特定宗派等の葬儀・埋葬を強く希望する場合には、当該内容
を死後事務として設定する死後事務委任契約を締結することで、受任者に対し契約内
容に従い履行する義務を生じさせることも可能です。

●成年後見と死体の火葬・埋葬
成年後見人は、成年被後見人の死亡後、家庭裁判所の許可を得て、「その死体の火葬又
は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為」を行うことができるよ
うになりました（民873の２三、平成28年法律第27号「成年後見の事務の円滑化を図るための
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」）。
しかし、成年後見人ができるのは、火葬又は埋葬に限られており、葬儀まで行うこと
はできません。また、民法873条の２第３号は、任意後見人、保佐人、及び補助人には適
用がないため、葬儀のみならず埋葬を行う権限もありません。保佐人・補助人の場合は、
後見終了時の応急処分（民876の５③・876の10②・654）や相続人全員のための事務管理（民
697）で対応する、任意後見人の場合は、任意後見契約と併せて死後事務委任契約を締結
する（前掲「Case任意後見契約と併せた死後事務委任業務の適正を確保したい場合」
参照）等の工夫が必要となります。

３ 葬儀・埋葬に関する死後事務委任契約を締結する必要性
相続人がいない人に後見等が開始し、成年被後見人や被保佐人・被補助人となると、
死亡後の葬儀・埋葬に支障が生じることがあり得ます（前記「●成年後見と死体の火
葬・埋葬」、第１章「第２ 後見」参照）。死体の埋葬等を行う者がないときや判明し
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ないときは、死亡地の市町村長が行うこととされており（墓地９）、特に相続人が存在
しない人については、墓地・埋葬に関する事項を死後事務とする死後事務委任契約を
締結する必要性は高いです。
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書 式
〇死後事務委任契約書（葬儀・埋葬に関する死後事務を委任する場合の条項例）
DL

（甲：委任者 乙：受任者）

第〇条（委任事務の範囲）
甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務を委任する。
一 〔省略〕
二 葬儀、埋葬に関する事務
三 〔省略〕

第〇条（葬儀、埋葬）
前条第２号記載の葬儀は、〇〇宗〇〇派の儀礼、方式に則って執り行う。

〈作成のポイント〉
葬儀・埋葬の費用については、執り行った葬儀・埋葬が依頼者の求める範囲内の内容であ
ることを明確にし、後で相続人等との間で金額の相当性について疑義が生じないように上限
額を定めておくという方法もあり得ます。
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ＦＡＸ

円 （税込） 送　料 円

円 （税込） 送　料 円

※太線内をご記入下さい。

　ＴＥＬ　〈　　　　　　〉　　　　　－ ご担当

　ＦＡＸ　〈　　　　　　〉　　　　　－ （内線）

お客様都合による商品の返品はできません。万一、商品の不備・不良または注文した商品と受取った商品の相違による交換は、商品到着後１週間以内に

ご連絡ください。

お申込みいただきましたお客様のお名前・ご住所などの情報は、ダイレクトメールのお届けなど発行所の営業活動のみ使用し、厳重に管理しております。

※発行所記入欄 コンタクトセンター０１２０－０８９－３３９

納本 請求 入金 納区 案内 記号 請区 請時

 

広島市中区国泰寺町一丁目５番９号

全１巻

０８２－５４５－１５０５

部

弊社ホームページのプライバシーポリシー（http://www.sn-hoki.co.jp/privacy/）をご確認いただき、個人情報の取り扱いについて同意の上、
申込書のご記入をお願いいたします。

庁用・社用・個人

各　　位

加除式

職 業 を ご 記 入 下 さ い 。

730

＊同時に２部以上お申込みの場合、送料は発行所負担といたします。

実施№

51866

扱 先 又 は 扱 社 員 コ － ド

加除式

フリガナ

ご住所

　　　　　年　　　月　　　日

全１巻

高齢者　相談対応マニュアル-財産管理・相続・遺言・生活支援等-

発行所および
お問い合わせ先

お名前

6 001859

印

ご 購 入 区 分

コード　679

570

価　　格

価　　格

【申　込　書】

０

（名　称）

ご注文はFAXにて

□注意事項を確認し、代金後払いにて申し込みます。

コード　639

支 社

部

新日本法規出版株式会社 広島営業所　担当　原岡

【ご注意】　※本書籍は、今後発行の追録（代金別途）と併せてのご購入となります。
　　　　　　　  追録は年２～３回発行、価格は１号数につき約３千円程度の費用が別途必要です。
　　　　　　    なお、追録の発行回数、価格は法改正により変動しますのでご了承ください。

□現品を見てから購入を検討します。（※発行所よりご担当者様宛にご連絡いたします。）

※いずれかに☑を入れてご送信ください。

「福祉・医療関係　相談支援マニュアル」
　　　　　　　　　　　 　他関連図書のご案内

14,300

謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、標記図書が新日本法規出版株式会社より発行されております。
　本書は、こども、障害者、高齢者、生活困窮者などに関し、相談支援の現場で想定されるケースを
豊富に設定しています。
　ケースごとに、利用できる制度・サービス等を冒頭に列挙していますので、相談内容に沿った選択
肢を効率的に示すことができます。
　制度・サービス等の概要を簡潔に解説し、申請方法や利用手順などを表形式で示しています。
　つきましては　各位の参考図書としてお役立ていただけるものと思慮し、その他関連書籍と併せて
ご案内申し上げますので、ご希望の向きはＦＡＸにてお申込賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬白

福祉・医療関係　相談支援マニュアル

8,800
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